
ご加入の翌年からは 自動継続で手間いらず！！

一般財団法人 埼玉県教職員互助会

埼玉県教職員互助会

［自動継続の取扱いについて］前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場
合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセットでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。（年令の
進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。）
（※1）前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。　（※2）埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例

埼玉県の
自転車保険の
条例（※2）にも対応

必ず
内容をご確

認
ください。

団体総合生活補償保険（MS&AD型）

団体損害保険のご案内

令和7年11月 1 日  午後４時から 令和8年11月 1 日  午後4時まで 1年間

令和 7年 9月 30日（火）
一般財団法人 埼玉県教職員互助会

現職会員の方　令和8年 1 月から12月まで 毎月の給与から引去り 
退職会員の方　令和8年 1 月から12月までご指定の口座から 毎月27日振替  

（27日が土日祝日の場合は、翌営業日に振替となります）

本冊

この契約は団体契約で
15％の割引が
適用されます。

団体割引
15%（※1）適用
団体割引
15%（※1）適用

本パンフレットとあわせ、引受保険会社ホーム
ページに掲載の「パンフレット別冊」を必ず
ご確認ください。アクセス方法は、18ページを
ご覧ください。



今年度のポイント

基本補償の家族プラン、個人プランにセットされている「熱中症危険補償特約」の補償が拡大します。
これまでは、熱中症により後遺障害が発生したり、入院・通院または手術をした場合に傷害保険金をお
支払いしていましたが、新たに熱中症により死亡された場合にも傷害死亡保険金をお支払いします。

昨年度まで 今年度から

・傷害後遺障害保険金
・傷害入院保険金
・傷害手術保険金
・傷害通院保険金

・傷害死亡・後遺障害保険金
・傷害入院保険金
・傷害手術保険金
・傷害通院保険金

   保険料が改定されます！

直近の医療費の状況、物価上昇等を踏まえ、保険料を改定します。なお、前年の加入内容に応じた移行
プランは下記のとおりです。前年からご加入の皆さまにつきましては、変更や継続停止のご連絡がない
場合、今回の募集においては前年の加入内容に応じた移行プランでの自動継続加入の取扱いとさせてい
ただきます。

＜前年度のプラン＞
プラン名 月払保険料

家族プランA 5,650 円

家族プランB 3,410 円

家族プランC 2,160 円

個人プランE 3,740 円

個人プラン F 2,410 円

交通事故プラン J 1,560 円

交通事故プランK 1,030 円

交通事故プラン L 690円

交通事故プランM 470円

＜今年度のプラン＞
プラン名 月払保険料

家族プランA 5,710 円

家族プランB 3,470 円

家族プランC 2,180 円

個人プランE 3,750 円

個人プラン F 2,420 円

交通事故プラン J 1,400 円

交通事故プランK 920円

交通事故プラン L 610円

交通事故プランM 420円

※上記以外のプランおよびオプション特約の保険料に変更はありません。
※詳細はパンフレット本冊（本冊子）および「団体総合生活補償保険」改定のご案内をご参照ください。

   「熱中症危険補償特約」の補償内容が拡大されます！（家族プラン、個人プラン）
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令和 7  年 11月 1日  午後4時から
令和 8  年 11月 1日  午後4時まで 1年間

令和 7年 9月 30日（火）
INDEX

「ケガの保険」の必要性

5つのメリット

預金口座振替申込書のご記入例
加入申込票のご記入例
別冊（重要事項のご説明）について

P15
P16
P18

家族プラン

個人プラン

交通事故プラン

P8

P10

P14

現職会員の方
令和 8 年 1月から 12月まで 毎月の給与から引去り 
退職会員の方
令和 8 年 1月から 12月までご指定の口座から
　　　　　　　　　　　　　　　　  毎月27日振替  
（27日が土日祝日の場合は、翌営業日に振替となります）

一般財団法人 埼玉県教職員互助会 今年度のポイント
制度の概要
ご加入資格
補償の早見表

P2
P4
P5
P6

あなたは『もしものときへの備え』できていますか？

ケガの保険って必要なのかしら？ケガの保険って必要なのかしら？

僕は必要だと思うよ。先月、妹が転んで足を骨折してしまったんだけど、保険に入っていたおか
げで入院保険金と通院保険金をもらうことができたんだ。思っていたよりも入通院が長引いて
費用が高額になってしまったから、とても助かったといっていたよ。

僕は必要だと思うよ。先月、妹が転んで足を骨折してしまったんだけど、保険に入っていたおか
げで入院保険金と通院保険金をもらうことができたんだ。思っていたよりも入通院が長引いて
費用が高額になってしまったから、とても助かったといっていたよ。

そうなのね！『いつ・どこで・何が』起きるかわからないから、
きちんと備えておくことが大切なのね。
そうなのね！『いつ・どこで・何が』起きるかわからないから、
きちんと備えておくことが大切なのね。

団体割引15％団体割引15％
この契約は団体契約で15％の団体割引が適用されます。
この団体契約における過去一定期間の保険料の合計とお支払いした保険金の合計の割合に応じて、損害率に
よる割増引が適用されます。

11

短期間の入通院も補償短期間の入通院も補償
●万一のケガによる入院はもちろん、通院だけでも1日目から補償が受けられます。
●日帰り入院も補償され、短い入院でも安心です。

22

簡単なお手続簡単なお手続
加入申込票のご提出だけで、お申込みは完了です。退職会員の方は預金口座振替申込書のご提出も必要で
す。さらに、自動継続方式を採用していますので、次年度以降、加入内容の変更または脱退のご連絡がない限り
毎年11月1日時点で70才以下まで自動継続となります。

33

生活サポートサービスをセット生活サポートサービスをセット
健康・医療・介護などに関するご相談や、税務・暮らしのトラブルに関するご相談を通話無料でお受けする、生活
サポートサービスが利用できます。（この契約の引受保険会社である三井住友海上の提供）

44

えらべるオプション補償えらべるオプション補償
複数のオプションから、ニーズにあった補償を選べます。
※オプションのみの加入はできません。

55
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制度の概要

オプション

道を歩いていて車が通行してきたので、避けようとした際、
バランスを崩して足を捻挫してしまいました。思った以上に
通院日がかかりましたが、保険があったので助かりました。

●この保険は一般財団法人埼玉県教職員互助会が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保
険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約
が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返
還保険料を保険契約者に返還します。

※前年度にご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。

通院 35日　140,000円のお支払い

足を捻挫してしまいました。

もしケガをして
入院したらどうしよう…。

うちの両親もいい歳になってきて
介護は他人事じゃないぞ…。

ちょっと真剣に
考えなきゃいけないよな…。

心
配
だ…

。

不
安
ね…

。

団体損害保険は
ニーズに合わせて、
必要な補償を

組み合わせてご加入
いただけます。

（個人プラン E にご加入の場合）

全てのプランで選択可能

日常生活賠償弁護士費用 携行品損害 受託物賠償責任

家族プラン、個人プランのみ選択可能

個人プランのみ選択可能

親介護一時金 先進医療
介護一時金
（本人介護）

基本補償

ひとりひとりのニーズにピッタリ

個人プラン
交通事故のみ補償

交通事故プラン
家族のケガに備える

家族プラン

15％※
団体割引

15％※
団体割引

15％※
団体割引

熱中症危険補償 熱中症危険補償

天災危険補償 天災危険補償

六法
全書
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〔 現 職 の 方 〕 一般財団法人埼玉県教職員互助会の会員に限ります。
〔 退職者の方 〕 満48才以上で退職した一般財団法人埼玉県教職員互助会の会員のうち、現職のときからこの保険に継続加入している方。
　　　　　　　令和7年11月1日時点で満70才以下の方に限ります。（満71才以上の方は継続できません。）

お申込人となれる方（加入申込票の          に氏名が記載されている方）

被保険者（補償の対象者）の範囲

特約被保険者の範囲

★同居の親族や、別居の未婚の子であれば、何名
であっても補償の対象者となります！
★家族が増えても自動的に補償の対象となります！

家族プラン
被保険者本人（加入申込票の            に氏名を記入した方）

個人プラン

家族プラン 個人プラン 交通事故プラン

●介護関連特約

被保険者
本人の
配偶者

Point !

被保険者本人（加入申込票の            に氏名を記入した方）、配
偶者、同居の親族および別居の未婚の子。「同居の親族」とは、本
人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等
内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」
とは、本人またはその配偶者と別居の未婚の子をいいます。

交通事故プラン

親介護一時金支払特約　　　    の特約被保険者と
なれる方の範囲は個人プランの被保険者本人の親
（姻族を含みます。）となります。（最大2名まで）
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

被保険者本人（加入申込票の            に氏名を記入した方）STEP 2

加入申込票の
            に
氏名を記入
した被保険者
本人

STEP 2

STEP 2STEP 2

介護一時金支払特約　　　　　は加入申込票の
           に氏名を記入した方STEP  2

被保険者（補償の対象者）本人となれる方の範囲（加入申込票の          に氏名を記入できる方）STEP 2
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

同居

○ 被保険者本人

○ 配偶者
○ 親族

別居

○ 配偶者
○ 未婚の子
× 既婚の子
× 親族

           で氏名を
記入した方
STEP 2

※1 加入申込票の被保険者ご本人欄            に記載の方をいいます。　※2 会員とは、上記「お申込人となれる方」のことをいいます。

※3 令和7年11月1日時点の満年令をいいます。

夫 妻

子 子

会員※2 配偶者兄弟姉妹

親 親

子 子

会員※2 配偶者兄弟姉妹

親 親

会員※2と
同居の親族

会員※2と同居の
家事使用人

〈被保険者（補償の対象者）本人※1となれる方の範囲〉 〈被保険者（補償の対象者）本人※1となれる方の範囲〉

特約被保険者（親）の年令制限：満20才以上89才以下※3

一般財団法人埼玉県教職員互助会
の会員およびその家族（配偶者、子ど
も、両親、兄弟姉妹および本人と同居
している親族ならびに家事使用人）

一般財団法人埼玉県教職員互助会の会員お
よびその配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹

STEP 2
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補償の早見表 ご加入にあたって必要な補償がひと目でわかります。
プラン検討の参考にしてください。
●は基本補償となり、○はオプションで必要な補償を選択できます。

申込方法

12月末までに自宅あてに送付します。

加入者証の交付

自動継続の取扱いについて

※住所、氏名、保険料振替口座などご加入内容に変更が生じる場合や同種の危険を補償する他の保険契約（積立保険を含む団体総合生
　活補償保険、普通傷害保険等）をご契約する場合は、事前に本パンフレット裏面記載の互助会担当窓口にご連絡ください。

〔 現 職 の 方 〕 各所属でとりまとめて、9月30日（火）までに一般財団法人埼玉県教職員互助会あてに「加入申込票」を送付してください。
　　　　　　　（各所属に加入申込票とりまとめ封筒を用意しています。）
　　　　　　　なお、原則 募集期間以外の中途加入および中途脱退（退職時を除く）はできません。
〔 退職者の方 〕 返信用封筒をご使用のうえ、９月30日（火）までに一般財団法人埼玉県教職員互助会あてに「加入申込票」「預金口座振替
　　　　　　　申込書」を送付してください。
　　　　　　　なお、原則 募集期間以外の中途加入および中途脱退はできません。
※加入申込票の記入内容に間違いがないか十分ご確認のうえ、署名ください。
※健康状況告知の記載が必要な場合があります。詳細は別冊をご確認ください。

新規に加入される方、補償プランを変更したい方、脱退される方は、加入申込票の提出が必要となります。
なお、前年からご加入の皆さまについては、加入申込票を提出されない場合、前年ご加入内容に応じたセットでの自動継続加入の取扱いとさ
せていただきます。（年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。）
1．新規に加入される方·············必要事項をすべてご記入になり、署名のうえ、ご提出ください。
2．補償プランを変更される方·······変更箇所だけでなく今年加入するすべてのプランと補償対象者をご記入になり、署名のうえ、
 　ご提出ください。
 例：家族プランから個人プランに変更する場合は、下記の2枚のご提出が必要です。
 　　⇒家族プランの加入申込票手続区分欄の継続加入しないに◯、および申込人氏名にご署名

 　　　個人プランの加入申込票手続区分欄の新規に加入するに◯、および申込人氏名にご署名
 　　　と被保険者名などをご記入

3．住所等を変更される方··········変更する箇所のみをご記入になり、署名のうえ、ご提出ください。
4．継続されない方··················すべての加入申込票に「継続加入しない」に◯印を付し、署名のうえ、ご提出ください。
※「加入申込人」欄は、上記1、2、3、4、とも必ずご記入・署名ください。

〈国内外補償について〉
基本補償、日常生活賠償（ただし、一部は日本国内で発生した事故に限定されます。詳細は別冊をご参照ください。）、携行品損害、受託物賠償責
任（ただし、日本国内で受託した物に限ります。）、親介護・本人介護（ただし、年令によって日本国内の公的介護保険制度の要介護認定が必要な場合
があります。）は国内外問わず補償します。
弁護士費用は日本国内における偶然な事故によって被害が発生した場合に補償します。
先進医療費用は日本国内で先進医療を受けた場合に限ります。
〈支払限度日数等について〉
入院・通院の免責期間、支払対象期間、支払限度日数は以下のとおりです。
・入院（傷害入院保険金）　免責期間：なし、支払対象期間：1,095日、支払限度日数：180日
・通院（傷害通院保険金）　免責期間：なし、支払対象期間：180日、支払限度日数：90日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

※埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例
　自転車損害保険等への加入義務化  平成30年4月1日施行
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家族プラン

個人プラン

交通事故プラン
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○

○

○

○

○

日常生活
賠償

○

○

○

弁護士
費用

携行品損害および
受託物賠償責任

○

親介護

○

本人介護

○

先進医療

この部分が埼玉県の自転車保険の条例※に対応

※

※交通事故によるケガに限り補償します。

※ ※ ※

令和7年12月末までに自宅あてに送付します。

令和8年度用です。

一定の条件を充足する払込保険料について、所得税と住民税の負担を軽減できる制度を保険料控除制度といいます。保険料控除制度で
は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に払い込まれた保険料の一定額を課税所得から控除することができ一般財団法人埼玉
県教職員互助会の団体損害保険では、下記3つのオプションが生命生保険料控除の対象となります（令和7年8月現在）ので、加入者証添
付の「生命保険料控除証明書（介護医療保険料控除用）」を大切に保管ください。

令和7年12月末に送付する「加入
者証」のこちらの部分を切り離し、
令和8年度の年末調整または確
定申告等に使用できます。
令和8年1月～12月に保険料のお支払いが
あるため、令和8年度分となります。（　　　　　　　）

親介護一時金 介護一時金 先進医療

三井住友海上火災保険株式会社
事故受付センター

0120-258-189（無料）
事故は いち早く

※この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受
割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事
保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
　引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
　　家族プラン、交通事故プラン：三井住友海上（幹事会社） 引受割合 82%
　　　　　　　　　 　　　　　　 損害保険ジャパン 引受割合 18%
　　　　　　　　　 個人プラン：三井住友海上 引受割合 100%

事故受付
24時間365日

事故の連絡は、インターネット
事故受付が簡単・便利です。
「インターネット事故受付サー
ビス」は、こちらから

見本見本

見本
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補償の早見表 ご加入にあたって必要な補償がひと目でわかります。
プラン検討の参考にしてください。
●は基本補償となり、○はオプションで必要な補償を選択できます。

申込方法

12月末までに自宅あてに送付します。

加入者証の交付

自動継続の取扱いについて

※住所、氏名、保険料振替口座などご加入内容に変更が生じる場合や同種の危険を補償する他の保険契約（積立保険を含む団体総合生
　活補償保険、普通傷害保険等）をご契約する場合は、事前に本パンフレット裏面記載の互助会担当窓口にご連絡ください。

〔 現 職 の 方 〕 各所属でとりまとめて、9月30日（火）までに一般財団法人埼玉県教職員互助会あてに「加入申込票」を送付してください。
　　　　　　　（各所属に加入申込票とりまとめ封筒を用意しています。）
　　　　　　　なお、原則 募集期間以外の中途加入および中途脱退（退職時を除く）はできません。
〔 退職者の方 〕 返信用封筒をご使用のうえ、９月30日（火）までに一般財団法人埼玉県教職員互助会あてに「加入申込票」「預金口座振替
　　　　　　　申込書」を送付してください。
　　　　　　　なお、原則 募集期間以外の中途加入および中途脱退はできません。
※加入申込票の記入内容に間違いがないか十分ご確認のうえ、署名ください。
※健康状況告知の記載が必要な場合があります。詳細は別冊をご確認ください。

新規に加入される方、補償プランを変更したい方、脱退される方は、加入申込票の提出が必要となります。
なお、前年からご加入の皆さまについては、加入申込票を提出されない場合、前年ご加入内容に応じたセットでの自動継続加入の取扱いとさ
せていただきます。（年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。）
1．新規に加入される方·············必要事項をすべてご記入になり、署名のうえ、ご提出ください。
2．補償プランを変更される方·······変更箇所だけでなく今年加入するすべてのプランと補償対象者をご記入になり、署名のうえ、
 　ご提出ください。
 例：家族プランから個人プランに変更する場合は、下記の2枚のご提出が必要です。
 　　⇒家族プランの加入申込票手続区分欄の継続加入しないに◯、および申込人氏名にご署名

 　　　個人プランの加入申込票手続区分欄の新規に加入するに◯、および申込人氏名にご署名
 　　　と被保険者名などをご記入

3．住所等を変更される方··········変更する箇所のみをご記入になり、署名のうえ、ご提出ください。
4．継続されない方··················すべての加入申込票に「継続加入しない」に◯印を付し、署名のうえ、ご提出ください。
※「加入申込人」欄は、上記1、2、3、4、とも必ずご記入・署名ください。

〈国内外補償について〉
基本補償、日常生活賠償（ただし、一部は日本国内で発生した事故に限定されます。詳細は別冊をご参照ください。）、携行品損害、受託物賠償責
任（ただし、日本国内で受託した物に限ります。）、親介護・本人介護（ただし、年令によって日本国内の公的介護保険制度の要介護認定が必要な場合
があります。）は国内外問わず補償します。
弁護士費用は日本国内における偶然な事故によって被害が発生した場合に補償します。
先進医療費用は日本国内で先進医療を受けた場合に限ります。
〈支払限度日数等について〉
入院・通院の免責期間、支払対象期間、支払限度日数は以下のとおりです。
・入院（傷害入院保険金）　免責期間：なし、支払対象期間：1,095日、支払限度日数：180日
・通院（傷害通院保険金）　免責期間：なし、支払対象期間：180日、支払限度日数：90日
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県教職員互助会の団体損害保険では、下記3つのオプションが生命生保険料控除の対象となります（令和7年8月現在）ので、加入者証添
付の「生命保険料控除証明書（介護医療保険料控除用）」を大切に保管ください。
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者証」のこちらの部分を切り離し、
令和8年度の年末調整または確
定申告等に使用できます。
令和8年1月～12月に保険料のお支払いが
あるため、令和8年度分となります。（　　　　　　　）

親介護一時金 介護一時金 先進医療

三井住友海上火災保険株式会社
事故受付センター

0120-258-189（無料）
事故は いち早く

※この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受
割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事
保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
　引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
　　家族プラン、交通事故プラン：三井住友海上（幹事会社） 引受割合 82%
　　　　　　　　　 　　　　　　 損害保険ジャパン 引受割合 18%
　　　　　　　　　 個人プラン：三井住友海上 引受割合 100%

事故受付
24時間365日

事故の連絡は、インターネット
事故受付が簡単・便利です。
「インターネット事故受付サー
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基本補償

家族プラン
団体総合生活補償保険（MS＆AD型）

［ ケガ補償 ］
15％
団体割引

（※2）全ての基本補償には傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約がセットされていますので、傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日
からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき、お支払いした傷害後遺障害保険金の額に追加支払倍数（1倍）を乗じた額をお支払いします。

（※1）傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の4％～100％をお支払いします。

▲ ▲ ▲ ▲
 ▲
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

 ▲
 ▲
 ▲

 ▲ ▲
 ▲ ▲

熱中症危険
補償特約

C DBA
保　険　金　額

5,710円 3,470円 2,180円 1,090円月払保険料（年令にかかわらず）

入院（ケガ） ケガで入院したとき

ケガで通院したとき

死亡・後遺障害（※1）（※2）
ケガで死亡または
後遺障害が残ったとき

7,000円

3,000円

450万円

通院（ケガ）
4,500円

250万円

2,000円 1,500円

100万円

1,500円 1,000円

27万円

2,000円

本
　
　人

入院（ケガ） ケガで入院したとき

ケガで通院したとき

死亡・後遺障害 ケガで死亡または
後遺障害が残ったとき

6,000円

2,000円

250万円

通院（ケガ）
3,000円

195万円

2,000円 700円

85万円

1,000円 500円

25万円

1,000円

配
偶
者

入院（ケガ） ケガで入院したとき

ケガで通院したとき

死亡・後遺障害 ケガで死亡または
後遺障害が残ったとき

4,000円

2,000円

164万円

通院（ケガ）
2,500円

118万円

1,500円 700円

73万円

900円 500円

15万円

1,000円

親
　
　族

手術（ケガ） ケガで手術を受けたとき

手術（ケガ） ケガで手術を受けたとき

入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

手術（ケガ） ケガで手術を受けたとき
入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

（※1）
（※2）

（※1）
（※2）

<複数のプランにご加入いただく場合のご注意>
傷害入院保険金日額30,000円（15才未満の場合は15,000円）以内、傷害通院保険金日額20,000円（15才未満の場合は10,000円）以内となるよう
にご加入ください。

天災危険
補償特約

保 険 金 額

保 険 金 額

家族プランに
セットできる

280円

オプション
月払保険料

日常生活賠償（※1） 140円
他人にケガをさせたり、他人の物を
壊すなどして法律上の賠償責任を
負われたときなど

30万円
30万円

3億円

月払保険料

携行品損害（※4）
（自己負担 3,000円）

受託物賠償責任（※1）
（自己負担 5,000円）

外出先で携行品を破損したり、盗
まれたときなど

レンタルした財物を過って壊した
ときなど

※埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例
　自転車損害保険等への加入義務化  平成30年4月1日施行

埼玉県の自転車保険の条例※に対応

海外も補償

海外も補償

海外も補償

N 1

P 1

保 険 金 額

260円300万円
月払保険料

弁護士費用 被害事故にあい、弁護士費用を負
担したときなど国内補償 Q 1

（※3）

（※1）他のプランでお申込みの場合、補償が重複しますのでご加入いただけません。
（※2）誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等を運行不能にさせ、法律上の賠償責任を負われたときについては、国内のみ補償。
（※3）日常生活賠償、受託物賠償責任および弁護士費用は、本人以外に本人の家族（配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族・別居の未婚の

子）も被保険者（補償の対象者）となります。詳しくは、別冊の「重要事項のご説明」の契約概要「1.商品の仕組みおよび引受条件等」をご参照
ください。

（※4）1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。（詳細は別冊をご参照ください。）
（※5）日本国内で受託した物に限ります。
（※6）法律相談費用は1事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。被保険者の業務遂行に直接起因する事故は補償対象外です。
（注）日常生活賠償、携行品損害、受託物賠償責任、弁護士費用の特約のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約

以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複
すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約
からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のう
え、ご加入ください。

（※2）

（※5）

<弁護士費用特約の対象となる事故例>
　・上階の住人の浴槽から水があふれたため、自宅の天井から漏水して家財が汚損した。
　・横断歩道を歩行中、信号無視の自動車にひかれてケガをした。
　・公園からボールが飛んできて子どもの頭に当たってケガをし、障害が残ってしまった。
このような被害事故にあい、相手の方に損害賠償請求を行った際に、
　・相手の方が損害賠償請求に応じない
　・相手の方が無保険で交渉が進まない
などの場合に、相手の方との交渉を弁護士に依頼する費用や法律相談費用をお支払いします。

は、こんなときにお役に立ちます。

（※1）
（※3）
（※6）

弁護士費用

六法
全書

①歩行中の被害事故例
横断歩道を歩行中、自動車と接触し
ケガをしたが、相手が無保険車だっ
た…。

②マンションの被害事故例
上階の住人の洗濯機排水ホースが外
れ漏水し、自宅の家財が汚損したが、
上階の住人が賠償に応じない…。

③子どもの被害事故例
自分の子どもが他の子どもに突き飛
ばされてケガをしたが、相手の親が
治療費の支払に応じない…。

月々の
保険料
260円

（※3）

8 9



基本補償

家族プラン
団体総合生活補償保険（MS＆AD型）

［ ケガ補償 ］
15％
団体割引

（※2）全ての基本補償には傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約がセットされていますので、傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日
からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき、お支払いした傷害後遺障害保険金の額に追加支払倍数（1倍）を乗じた額をお支払いします。

（※1）傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の4％～100％をお支払いします。

▲ ▲ ▲ ▲
 ▲
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

 ▲
 ▲
 ▲

 ▲ ▲
 ▲ ▲

熱中症危険
補償特約

C DBA
保　険　金　額

5,710円 3,470円 2,180円 1,090円月払保険料（年令にかかわらず）

入院（ケガ） ケガで入院したとき

ケガで通院したとき

死亡・後遺障害（※1）（※2）
ケガで死亡または
後遺障害が残ったとき

7,000円

3,000円

450万円

通院（ケガ）
4,500円

250万円

2,000円 1,500円

100万円

1,500円 1,000円

27万円

2,000円

本
　
　人

入院（ケガ） ケガで入院したとき

ケガで通院したとき

死亡・後遺障害 ケガで死亡または
後遺障害が残ったとき

6,000円

2,000円

250万円

通院（ケガ）
3,000円

195万円

2,000円 700円

85万円

1,000円 500円

25万円

1,000円

配
偶
者

入院（ケガ） ケガで入院したとき

ケガで通院したとき

死亡・後遺障害 ケガで死亡または
後遺障害が残ったとき

4,000円

2,000円

164万円

通院（ケガ）
2,500円

118万円

1,500円 700円

73万円

900円 500円

15万円

1,000円

親
　
　族

手術（ケガ） ケガで手術を受けたとき

手術（ケガ） ケガで手術を受けたとき

入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

手術（ケガ） ケガで手術を受けたとき
入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

（※1）
（※2）

（※1）
（※2）

<複数のプランにご加入いただく場合のご注意>
傷害入院保険金日額30,000円（15才未満の場合は15,000円）以内、傷害通院保険金日額20,000円（15才未満の場合は10,000円）以内となるよう
にご加入ください。

天災危険
補償特約

保 険 金 額

保 険 金 額

家族プランに
セットできる

280円

オプション
月払保険料

日常生活賠償（※1） 140円
他人にケガをさせたり、他人の物を
壊すなどして法律上の賠償責任を
負われたときなど

30万円
30万円

3億円

月払保険料

携行品損害（※4）
（自己負担 3,000円）

受託物賠償責任（※1）
（自己負担 5,000円）

外出先で携行品を破損したり、盗
まれたときなど

レンタルした財物を過って壊した
ときなど

※埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例
　自転車損害保険等への加入義務化  平成30年4月1日施行

埼玉県の自転車保険の条例※に対応

海外も補償

海外も補償

海外も補償

N 1

P 1

保 険 金 額

260円300万円
月払保険料

弁護士費用 被害事故にあい、弁護士費用を負
担したときなど国内補償 Q 1

（※3）

（※1）他のプランでお申込みの場合、補償が重複しますのでご加入いただけません。
（※2）誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等を運行不能にさせ、法律上の賠償責任を負われたときについては、国内のみ補償。
（※3）日常生活賠償、受託物賠償責任および弁護士費用は、本人以外に本人の家族（配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族・別居の未婚の

子）も被保険者（補償の対象者）となります。詳しくは、別冊の「重要事項のご説明」の契約概要「1.商品の仕組みおよび引受条件等」をご参照
ください。

（※4）1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。（詳細は別冊をご参照ください。）
（※5）日本国内で受託した物に限ります。
（※6）法律相談費用は1事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。被保険者の業務遂行に直接起因する事故は補償対象外です。
（注）日常生活賠償、携行品損害、受託物賠償責任、弁護士費用の特約のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約

以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複
すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約
からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のう
え、ご加入ください。

（※2）

（※5）

<弁護士費用特約の対象となる事故例>
　・上階の住人の浴槽から水があふれたため、自宅の天井から漏水して家財が汚損した。
　・横断歩道を歩行中、信号無視の自動車にひかれてケガをした。
　・公園からボールが飛んできて子どもの頭に当たってケガをし、障害が残ってしまった。
このような被害事故にあい、相手の方に損害賠償請求を行った際に、
　・相手の方が損害賠償請求に応じない
　・相手の方が無保険で交渉が進まない
などの場合に、相手の方との交渉を弁護士に依頼する費用や法律相談費用をお支払いします。

は、こんなときにお役に立ちます。

（※1）
（※3）
（※6）

弁護士費用

六法
全書

①歩行中の被害事故例
横断歩道を歩行中、自動車と接触し
ケガをしたが、相手が無保険車だっ
た…。

②マンションの被害事故例
上階の住人の洗濯機排水ホースが外
れ漏水し、自宅の家財が汚損したが、
上階の住人が賠償に応じない…。

③子どもの被害事故例
自分の子どもが他の子どもに突き飛
ばされてケガをしたが、相手の親が
治療費の支払に応じない…。

月々の
保険料
260円

（※3）
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家
族
プ
ラ
ン



基本補償
▲ ▲ ▲ ▲

 ▲
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

 ▲
 ▲
 ▲

 ▲ ▲
 ▲ ▲

熱中症危険
補償特約

個人プラン
団体総合生活補償保険（MS＆AD型）

［ ケガ補償 ］

<複数のプランにご加入いただく場合のご注意>
傷害入院保険金日額30,000円（15才未満の場合は15,000円）以内、傷害通院保険金日額20,000円（15才未満の場合は10,000円）以内となるよう
にご加入ください。

（※1）傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の4％～100％をお支払いします。
（※2）全ての基本補償には傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約がセットされていますので、傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日

からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき、お支払いした傷害後遺障害保険金の額に追加支払倍数（1倍）を乗じた額をお支払いします。

E F G H
保　険　金　額

3,750円 2,420円 1,170円 770円月払保険料（年令にかかわらず）

入院（ケガ）

手術（ケガ）

通院（ケガ）

ケガで入院したとき

ケガで手術を受けたとき

ケガで通院したとき

9,000円

入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

死亡・後遺障害 ケガで死亡または
後遺障害が残ったとき 889万円

7,000円 3,500円

480万円

2,500円

3,000円 1,500円 1,500円

220万円 66万円

4,000円

（※1）
（※2）

15％
団体割引

天災危険
補償特約

メ　モメ　モ

保　険　金　額

保　険　金　額

200円

オプション
月払保険料

N 2

P 2

140円
他人にケガをさせたり、他人の物を壊
すなどして法律上の賠償責任を負われ
たときなど

月払保険料
携行品損害
（自己負担 3,000円）

受託物賠償責任
（自己負担 5,000円）

外出先で携行品を破損したり、盗ま
れたときなど

レンタルした財物を過って壊したと
きなど

僕は
よく友人と
キャンプや
写真を撮りに
旅行に行くぞ

旅行中、写真を
撮ろうとしてカ
メラを落として
しまった!!

キャンプ用品のテン
ト一式が、突然の強
風によって壊れてし
まった！！

携行品損害（自己負担 3,000円）
海外も補償

（神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決）

約9,521万円の 賠償判決

男子小学生（11オ）が夜間、帰宅途
中に自転車で走行中、歩道と車道の
区別のない道路において歩行中の
女性（62才）と正面衝突。女性は頭
蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が
戻らない状態となった。

自転車による加害事故例

日本国内において誤って線路に立入り電車を遅らせてしまい、
鉄道会社から賠償請求を受けた場合の損害も補償します。

補償する損害賠償リスクの範囲を拡大！

子どもが隣家の
窓を割った。

レストランで他人
にビールをこぼし
て洋服を汚して
しまった！

駅のホームで急いで
走っていたところ男
性と衝突し、重傷を
負わせてしまった。

○○駅○○駅○○駅

海外も補償

海外も補償

海外も補償

日本国内で発生した賠償事故については、被保険者のお申し出により
三井住友海上が示談交渉をお引受けします。

さらに

個人プランに
セットできる

※埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例
　自転車損害保険等への加入義務化  平成30年4月1日施行

埼玉県の自転車保険の条例※に対応

30万円
30万円

3億円

140円
月々の保険料

日常生活賠償（※1）（※3）

（※4）

（※1）

自転車による
加害事故も補償

（※1）他のプランでお申込みの場合、補償が重複しますのでご加入いただけません。
（※2）誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等を運行不能にさせ、法律上の賠償責任を負われたときについては、国内のみ補償。
（※3）日常生活賠償、受託物賠償責任および弁護士費用は、本人以外に本人の家族（配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族・別居の未婚の

子）も被保険者（補償の対象者）となります。詳しくは、別冊の「重要事項のご説明」の契約概要「1.商品の仕組みおよび引受条件等」をご参照
ください。

（※4）1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。（詳細は別冊をご参照ください。）
（※5）日本国内で受託した物に限ります。
（※6）法律相談費用は1事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。被保険者の業務遂行に直接起因する事故は補償対象外です。
（注）日常生活賠償、携行品損害、受託物賠償責任、弁護士費用の特約のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約

以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複
すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約
からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のう
え、ご加入ください。

（※2）

（※5）

保 険 金 額

260円300万円
月払保険料

弁護士費用 被害事故にあい、弁護士費用を負
担したときなど国内補償 Q 2

（※1）
（※3）
（※6）

（※3）

10 11



基本補償
▲ ▲ ▲ ▲

 ▲
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

 ▲
 ▲
 ▲

 ▲ ▲
 ▲ ▲

熱中症危険
補償特約

個人プラン
団体総合生活補償保険（MS＆AD型）

［ ケガ補償 ］

<複数のプランにご加入いただく場合のご注意>
傷害入院保険金日額30,000円（15才未満の場合は15,000円）以内、傷害通院保険金日額20,000円（15才未満の場合は10,000円）以内となるよう
にご加入ください。

（※1）傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の4％～100％をお支払いします。
（※2）全ての基本補償には傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約がセットされていますので、傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日

からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき、お支払いした傷害後遺障害保険金の額に追加支払倍数（1倍）を乗じた額をお支払いします。

E F G H
保　険　金　額

3,750円 2,420円 1,170円 770円月払保険料（年令にかかわらず）

入院（ケガ）

手術（ケガ）

通院（ケガ）

ケガで入院したとき

ケガで手術を受けたとき

ケガで通院したとき

9,000円

入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

死亡・後遺障害 ケガで死亡または
後遺障害が残ったとき 889万円

7,000円 3,500円

480万円

2,500円

3,000円 1,500円 1,500円

220万円 66万円

4,000円

（※1）
（※2）

15％
団体割引

天災危険
補償特約

メ　モメ　モ

保　険　金　額

保　険　金　額

200円

オプション
月払保険料

N 2

P 2

140円
他人にケガをさせたり、他人の物を壊
すなどして法律上の賠償責任を負われ
たときなど

月払保険料
携行品損害
（自己負担 3,000円）

受託物賠償責任
（自己負担 5,000円）

外出先で携行品を破損したり、盗ま
れたときなど

レンタルした財物を過って壊したと
きなど

僕は
よく友人と
キャンプや
写真を撮りに
旅行に行くぞ

旅行中、写真を
撮ろうとしてカ
メラを落として
しまった!!

キャンプ用品のテン
ト一式が、突然の強
風によって壊れてし
まった！！

携行品損害（自己負担 3,000円）
海外も補償

（神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決）

約9,521万円の 賠償判決

男子小学生（11オ）が夜間、帰宅途
中に自転車で走行中、歩道と車道の
区別のない道路において歩行中の
女性（62才）と正面衝突。女性は頭
蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が
戻らない状態となった。

自転車による加害事故例

日本国内において誤って線路に立入り電車を遅らせてしまい、
鉄道会社から賠償請求を受けた場合の損害も補償します。

補償する損害賠償リスクの範囲を拡大！

子どもが隣家の
窓を割った。

レストランで他人
にビールをこぼし
て洋服を汚して
しまった！

駅のホームで急いで
走っていたところ男
性と衝突し、重傷を
負わせてしまった。

○○駅○○駅○○駅

海外も補償

海外も補償

海外も補償

日本国内で発生した賠償事故については、被保険者のお申し出により
三井住友海上が示談交渉をお引受けします。

さらに

個人プランに
セットできる

※埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例
　自転車損害保険等への加入義務化  平成30年4月1日施行

埼玉県の自転車保険の条例※に対応

30万円
30万円

3億円

140円
月々の保険料

日常生活賠償（※1）（※3）

（※4）

（※1）

自転車による
加害事故も補償

（※1）他のプランでお申込みの場合、補償が重複しますのでご加入いただけません。
（※2）誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等を運行不能にさせ、法律上の賠償責任を負われたときについては、国内のみ補償。
（※3）日常生活賠償、受託物賠償責任および弁護士費用は、本人以外に本人の家族（配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族・別居の未婚の

子）も被保険者（補償の対象者）となります。詳しくは、別冊の「重要事項のご説明」の契約概要「1.商品の仕組みおよび引受条件等」をご参照
ください。

（※4）1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。（詳細は別冊をご参照ください。）
（※5）日本国内で受託した物に限ります。
（※6）法律相談費用は1事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。被保険者の業務遂行に直接起因する事故は補償対象外です。
（注）日常生活賠償、携行品損害、受託物賠償責任、弁護士費用の特約のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約

以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複
すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約
からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のう
え、ご加入ください。

（※2）

（※5）

保 険 金 額

260円300万円
月払保険料

弁護士費用 被害事故にあい、弁護士費用を負
担したときなど国内補償 Q 2

（※1）
（※3）
（※6）

（※3）
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公的介護保険の
「要介護2～要介護3」とは
どんな状態？

要介護 3
（中等度の介護を
必要とする状態）

要介護 2
（軽度の介護を
必要とする状態）

手助けがあれば
できる

杖や手すりなど
の利用が必要

何らかの手助け
が必要

一部見守りや手
助けが必要

なんらかの介助
が必要だが1人
でできる

記憶や理解が低
下して会話や金
銭管理などに混
乱がある

立ち上がり・
寝返り 歩　行 食　事 入　浴 排　泄 理解・行動

手助けがあれば
立ち上がりはで
きるが、寝返りは
自力でできない

公的介護保険についての詳細は厚生労働省HPでご確認ください。

手助けがあれば
短い距離を歩く
ことができる

自分1人ではで
きず何らかの手
助けが必要

全面的な手助け
が必要

自分1人ではで
きず一部介助が
必要

認知症が進行し
て記憶力・判断
力・実行力の低
下が著しい

100万円
10円
20円
40円
110円
240円
570円
1,280円
2,850円
7,390円
14,920円

X 1
親介護一時金額

20～44才

45～49才

50～54才

55～59才

60～64才

65～69才

70～74才

75～79才

80～84才

85～89才

（親の年令）

親の介護に備える補償（仕事と介護を両立させるために）

介護のため一時的に必要となる費用（介護用品・住宅リフォーム費用等）に充当することを目的とした特約です。

フランチャイズ期間：30日

オプション個人プランに
セットできる

特約被保険者（親御さま）が公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けたなど
約款所定の状態になり、３０日を超えて継続した場合、親介護一時金額の全額を親御さま
（この特約の被保険者）へお支払いします。

保険金支払い時には、特約の失効となり、保険金の支払いを受ける以前に、未払込保険料（注）の全額を一
括して三井住友海上に払い込みいただきます。
（注）未払込保険料とは、この特約の分割保険料の総額から既に払い込まれたこの特約の分割保険料の総額を差し引

いた額をいいます。

親御さまは、満８9才までご加入いただけます。
●健康状態に関する質問にご回答いただくだけで、医師の診査等は不要です。
　（親御さまの健康状況によりご加入できない場合があります。）

親介護一時金 所定の要介護状態が30日を超えて継続した場合
保険金をお支払いします

ＰＯＩＮＴ 1

親御さまの基本補償部分へのご加入、同居の有無は問いません。
●基本補償にご加入いただく被保険者の親御さま（姻族を含みます。最大２名まで）を補償の対象とすることができます。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ＰＯＩＮＴ 2

ＰＯＩＮＴ 3

月払保険料
特約被保険者（親）
1名あたり

令和7年11月1日時点の
特約被保険者の満年令

300万円
30円
60円
130円
320円
720円
1,700円
3,850円
8,560円
22,160円
44,750円

X 3

豆知識豆知識

豆知識豆知識

100万円
10円
20円
40円
110円
240円
570円
1,280円

300万円
30円
60円
130円
320円
720円
1,700円
3,850円

Z 1 Z 3

月払保険料

令和7年11月1日時点の
被保険者の満年令

被保険者
1名あたり

介護一時金額
生後15日～44才

45～49才

50～54才

55～59才

60～64才

65～69才

70才

先進医療オプションは公的医療保険の対象とならない先進医療にかかる費用※1

等を補償する特約です。　他の保険契約がある場合、支払われる金額が調整されることがあります。

先進医療にかかる
費用（技術料）を補償

先進医療を受けるための
交通費・宿泊費も補償

約313万円※2 全国で7病院に限られます※3
（群馬県・千葉県・神奈川県・大阪府・兵庫県・佐賀県・山形県）

★補償する交通費・宿泊費とは…

その他にも、先進医療には様々な高度な医療があります。
など陽子線治療

重粒子線治療 たとえば、　　　　　　　  を実施している医療機関は重粒子線治療

先進医療を実施している医療機関は限られており、
治療費に加えて交通費・宿泊費の
負担も考えなければなりません。

たとえば、がん治療に効果が見込まれる
重粒子線治療の自己負担は…

先進医療を受けるための
病院等との間の
往復交通費

先進医療を受けるための
宿泊費

（1泊につき1万円限度）

オプション個人プランに
セットできる

介護一時金

※親の介護に対するオプションではありません。
　加入申込票の          に氏名をご記入した本人が補償対象です。STEP 2

介護のため一時的に必要となる費用（介護用品・住宅リフォーム費用等）に充当することを目的とした特約です。

1,000万円
月払保険料

O（オー） 70円
日本国内において
先進医療を受けたとき先進医療

保　険　金　額

所定の要介護状態が30日を超えて継続した場合
保険金をお支払いします

※1　先進医療に要する費用は、先進医療の技術料のみをいい、保険外併用療養費およびこれに伴う一部負担金を除きます。
※2　平成31年1月10日厚生労働省「第71回先進医療会議」資料の「平成30年度実績報告（平成29年7月1日～平成30年6月30日）

より
※3　令和7年6月1日現在　厚生労働省ホームページより
 「先進医療」とは、治療を受けた日現在において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定

めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。）をいいます。先
進医療の種類および実施医療機関については厚生労働省のホームページでご確認ください。

被保険者が公的介護制度に基づく要介護2以上の認定を受けたなど約款所定の状態になり、
３０日を超えて継続した場合、介護一時金額の全額をお支払します。ＰＯＩＮＴ 1

保険金支払い時には、特約の失効となり、保険金の支払いを受ける以前に、未払込保険料（注）の全額を一
括して三井住友海上に払い込みいただきます。
（注）未払込保険料とは、この特約の分割保険料の総額から既に払い込まれたこの特約の分割保険料の総額を差し引

いた額をいいます。

フランチャイズ期間：30日

12 13



公的介護保険の
「要介護2～要介護3」とは
どんな状態？

要介護 3
（中等度の介護を
必要とする状態）

要介護 2
（軽度の介護を
必要とする状態）

手助けがあれば
できる

杖や手すりなど
の利用が必要

何らかの手助け
が必要

一部見守りや手
助けが必要

なんらかの介助
が必要だが1人
でできる

記憶や理解が低
下して会話や金
銭管理などに混
乱がある

立ち上がり・
寝返り 歩　行 食　事 入　浴 排　泄 理解・行動

手助けがあれば
立ち上がりはで
きるが、寝返りは
自力でできない

公的介護保険についての詳細は厚生労働省HPでご確認ください。

手助けがあれば
短い距離を歩く
ことができる

自分1人ではで
きず何らかの手
助けが必要

全面的な手助け
が必要

自分1人ではで
きず一部介助が
必要

認知症が進行し
て記憶力・判断
力・実行力の低
下が著しい

100万円
10円
20円
40円
110円
240円
570円
1,280円
2,850円
7,390円
14,920円

X 1
親介護一時金額

20～44才

45～49才

50～54才

55～59才

60～64才

65～69才

70～74才

75～79才

80～84才

85～89才

（親の年令）

親の介護に備える補償（仕事と介護を両立させるために）

介護のため一時的に必要となる費用（介護用品・住宅リフォーム費用等）に充当することを目的とした特約です。

フランチャイズ期間：30日

オプション個人プランに
セットできる

特約被保険者（親御さま）が公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けたなど
約款所定の状態になり、３０日を超えて継続した場合、親介護一時金額の全額を親御さま
（この特約の被保険者）へお支払いします。

保険金支払い時には、特約の失効となり、保険金の支払いを受ける以前に、未払込保険料（注）の全額を一
括して三井住友海上に払い込みいただきます。
（注）未払込保険料とは、この特約の分割保険料の総額から既に払い込まれたこの特約の分割保険料の総額を差し引

いた額をいいます。

親御さまは、満８9才までご加入いただけます。
●健康状態に関する質問にご回答いただくだけで、医師の診査等は不要です。
　（親御さまの健康状況によりご加入できない場合があります。）

親介護一時金 所定の要介護状態が30日を超えて継続した場合
保険金をお支払いします

ＰＯＩＮＴ 1

親御さまの基本補償部分へのご加入、同居の有無は問いません。
●基本補償にご加入いただく被保険者の親御さま（姻族を含みます。最大２名まで）を補償の対象とすることができます。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ＰＯＩＮＴ 2

ＰＯＩＮＴ 3

月払保険料
特約被保険者（親）
1名あたり

令和7年11月1日時点の
特約被保険者の満年令

300万円
30円
60円
130円
320円
720円
1,700円
3,850円
8,560円
22,160円
44,750円

X 3

豆知識豆知識

豆知識豆知識

100万円
10円
20円
40円
110円
240円
570円
1,280円

300万円
30円
60円
130円
320円
720円
1,700円
3,850円

Z 1 Z 3

月払保険料

令和7年11月1日時点の
被保険者の満年令

被保険者
1名あたり

介護一時金額
生後15日～44才

45～49才

50～54才

55～59才

60～64才

65～69才

70才

先進医療オプションは公的医療保険の対象とならない先進医療にかかる費用※1

等を補償する特約です。　他の保険契約がある場合、支払われる金額が調整されることがあります。

先進医療にかかる
費用（技術料）を補償

先進医療を受けるための
交通費・宿泊費も補償

約313万円※2 全国で7病院に限られます※3
（群馬県・千葉県・神奈川県・大阪府・兵庫県・佐賀県・山形県）

★補償する交通費・宿泊費とは…

その他にも、先進医療には様々な高度な医療があります。
など陽子線治療

重粒子線治療 たとえば、　　　　　　　  を実施している医療機関は重粒子線治療

先進医療を実施している医療機関は限られており、
治療費に加えて交通費・宿泊費の
負担も考えなければなりません。

たとえば、がん治療に効果が見込まれる
重粒子線治療の自己負担は…

先進医療を受けるための
病院等との間の
往復交通費

先進医療を受けるための
宿泊費

（1泊につき1万円限度）

オプション個人プランに
セットできる

介護一時金

※親の介護に対するオプションではありません。
　加入申込票の          に氏名をご記入した本人が補償対象です。STEP 2

介護のため一時的に必要となる費用（介護用品・住宅リフォーム費用等）に充当することを目的とした特約です。

1,000万円
月払保険料

O（オー） 70円
日本国内において
先進医療を受けたとき先進医療

保　険　金　額

所定の要介護状態が30日を超えて継続した場合
保険金をお支払いします

※1　先進医療に要する費用は、先進医療の技術料のみをいい、保険外併用療養費およびこれに伴う一部負担金を除きます。
※2　平成31年1月10日厚生労働省「第71回先進医療会議」資料の「平成30年度実績報告（平成29年7月1日～平成30年6月30日）

より
※3　令和7年6月1日現在　厚生労働省ホームページより
 「先進医療」とは、治療を受けた日現在において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定

めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。）をいいます。先
進医療の種類および実施医療機関については厚生労働省のホームページでご確認ください。

被保険者が公的介護制度に基づく要介護2以上の認定を受けたなど約款所定の状態になり、
３０日を超えて継続した場合、介護一時金額の全額をお支払します。ＰＯＩＮＴ 1

保険金支払い時には、特約の失効となり、保険金の支払いを受ける以前に、未払込保険料（注）の全額を一
括して三井住友海上に払い込みいただきます。
（注）未払込保険料とは、この特約の分割保険料の総額から既に払い込まれたこの特約の分割保険料の総額を差し引

いた額をいいます。

フランチャイズ期間：30日
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保　険　金　額

1,400円 920円 610円 420円月払保険料（年令にかかわらず）

基本補償

交通事故プラン
団体総合生活補償保険（MS＆AD型）

［ ケガ補償 ］

入院（ケガ）

手術（ケガ）

通院（ケガ）

交通事故によるケガで入院したとき

交通事故によるケガで
手術を受けたとき

交通事故によるケガで通院したとき

19,000円

入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

死亡・後遺障害（※1） 交通事故によるケガで死亡
または後遺障害が残ったとき 230万円

13,000円 9,000円

114万円

5,400円

6,000円 4,000円 3,000円

75万円 25万円

9,000円

オプション ※埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例
　自転車損害保険等への加入義務化  平成30年4月1日施行埼玉県の自転車保険の条例※に対応

15％
団体割引

（注）Jセットは15才未満（令和7年11月1日現在）の方はご加入いただけません。

J K L M

（※1）他のプランでお申込みの場合、補償が重複しますのでご加入いただけません。
（※2）誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等を運行不能にさせ、法律上の賠償責任を負われたときについては、国内のみ補償。
（※3）日常生活賠償および弁護士費用は、本人以外に本人の家族（配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族・別居の未婚の子）も被保険者（補

償の対象者）となります。詳しくは、別冊の「重要事項のご説明」の契約概要「1.商品の仕組みおよび引受条件等」をご参照ください。
（※4）法律相談費用は1事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。被保険者の業務遂行に直接起因する事故は補償対象外です。
（注）日常生活賠償、弁護士費用の特約のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた

特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故に
よる損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない
場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。

（※1）傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の4％～100％をお支払いします。
（※2）全ての基本補償には傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約がセットされていますので、傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、事

故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき、お支払いした傷害後遺障害保険金の額に追加支払倍数（1倍）を
乗じた額をお支払いします。

（注）本プランは「交通事故危険のみ補償特約」をセットしているため、交通事故によるケガに限り補償します。

月払保険料

140円

（※2）

<複数のプランにご加入いただく場合のご注意>
傷害入院保険金日額30,000円（15才未満の場合は15,000円）以内、傷害通院保険金日額20,000円（15才未満の場合は10,000円）以内となるよう
にご加入ください。

保 険 金 額

260円300万円
月払保険料

弁護士費用 被害事故にあい、弁護士費用を負
担したときなど国内補償 Q 3

（※1）
（※3）
（※4）

日常生活賠償（※1） N 3
他人にケガをさせたり、他人の物を
壊すなどして法律上の賠償責任を
負われたときなど 3億円海外も補償

（※2）

（※3）

保 険 金 額

メ　モメ　モ

預金口座振替申込書のご記入例

1  第1回（令和8年1月分）が振替不能な場合
    保険開始日（令和7年11月1日）以降発生した事故について保険金はお支払いできません。
2  第2回以降（令和8年2月分以降）が振替不能な場合
    振替日以降に発生した事故について保険金はお支払いできません。
3  振替ができなかった翌月に2か月分合わせて振り替えた場合
    2か月分振替が行われた日以降に発生した事故については、保険金は支払われます。
4  2か月続けて振替ができず、3か月分の保険料を現金で納入した場合
    保険料を現金等で納入した日以降に発生した事故については、保険金は支払われます。
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保　険　金　額

1,400円 920円 610円 420円月払保険料（年令にかかわらず）

基本補償

交通事故プラン
団体総合生活補償保険（MS＆AD型）

［ ケガ補償 ］

入院（ケガ）

手術（ケガ）

通院（ケガ）

交通事故によるケガで入院したとき

交通事故によるケガで
手術を受けたとき

交通事故によるケガで通院したとき

19,000円

入院中に受けた手術の場合：傷害入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術の場合：傷害入院保険金日額の5倍  

死亡・後遺障害（※1） 交通事故によるケガで死亡
または後遺障害が残ったとき 230万円

13,000円 9,000円

114万円

5,400円

6,000円 4,000円 3,000円

75万円 25万円

9,000円

オプション ※埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例
　自転車損害保険等への加入義務化  平成30年4月1日施行埼玉県の自転車保険の条例※に対応

15％
団体割引

（注）Jセットは15才未満（令和7年11月1日現在）の方はご加入いただけません。

J K L M

（※1）他のプランでお申込みの場合、補償が重複しますのでご加入いただけません。
（※2）誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等を運行不能にさせ、法律上の賠償責任を負われたときについては、国内のみ補償。
（※3）日常生活賠償および弁護士費用は、本人以外に本人の家族（配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族・別居の未婚の子）も被保険者（補

償の対象者）となります。詳しくは、別冊の「重要事項のご説明」の契約概要「1.商品の仕組みおよび引受条件等」をご参照ください。
（※4）法律相談費用は1事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。被保険者の業務遂行に直接起因する事故は補償対象外です。
（注）日常生活賠償、弁護士費用の特約のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた

特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故に
よる損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない
場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。

（※1）傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の4％～100％をお支払いします。
（※2）全ての基本補償には傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約がセットされていますので、傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、事

故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき、お支払いした傷害後遺障害保険金の額に追加支払倍数（1倍）を
乗じた額をお支払いします。

（注）本プランは「交通事故危険のみ補償特約」をセットしているため、交通事故によるケガに限り補償します。

月払保険料

140円

（※2）

<複数のプランにご加入いただく場合のご注意>
傷害入院保険金日額30,000円（15才未満の場合は15,000円）以内、傷害通院保険金日額20,000円（15才未満の場合は10,000円）以内となるよう
にご加入ください。

保 険 金 額

260円300万円
月払保険料

弁護士費用 被害事故にあい、弁護士費用を負
担したときなど国内補償 Q 3

（※1）
（※3）
（※4）

日常生活賠償（※1） N 3
他人にケガをさせたり、他人の物を
壊すなどして法律上の賠償責任を
負われたときなど 3億円海外も補償

（※2）

（※3）

保 険 金 額

メ　モメ　モ

預金口座振替申込書のご記入例

1  第1回（令和8年1月分）が振替不能な場合
    保険開始日（令和7年11月1日）以降発生した事故について保険金はお支払いできません。
2  第2回以降（令和8年2月分以降）が振替不能な場合
    振替日以降に発生した事故について保険金はお支払いできません。
3  振替ができなかった翌月に2か月分合わせて振り替えた場合
    2か月分振替が行われた日以降に発生した事故については、保険金は支払われます。
4  2か月続けて振替ができず、3か月分の保険料を現金で納入した場合
    保険料を現金等で納入した日以降に発生した事故については、保険金は支払われます。
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令和

令和

令和R

（社内使用欄）

399（漢字）

2

1男
女

他の保険契約等、保険金請求歴がある場合は、こちらもご確認のうえご記入ください。

募集パンフレット、「重要事項のご説明」、「ご加入
内容確認事項」等を確認し、これらを書面もしくは電子
データなど団体が定める方法で受領すること、および
個人情報の取扱いに同意のうえ、加入を申し込みます。

000 AAA 020 994

35488 LF

11 1

11

MS&A

1

XXXX

手続区分 下記のいずれかに○をしてください

新規に加入する

内容を変更する
前年度加入内容を
追加・変更して継続する

継続加入しない

全ての内容をご記入
のうえ、ご署名・ご提出
ください。

ご署名のうえ、
ご提出ください。

内容を変更せず継続する場合は、ご提出不要です。

申込内容と健康状況（告知）についてご確認のうえご記入ください。STEP 2 最終頁の健康状況告知書質問事項に対する下記回答は事実に相違ありません。告知内容が事実と相違していた場合、保険契約を解除され保険金の支払いを受け
られないことがあることに同意します。また、個人情報の取扱いに同意します｡「健康状況告知書ご記入のご案内」を受け取り、内容を了解しました。（注1） 三井住友海上火災保険株式会社 宛

 

 

 

 

（注）他の保険会社等における契約を含み、団体契約、生命保険契約、共済契約を含みます。
同種の危険を補償する他の保険契約等（団体総合生活補償保険、普通
傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。）がありますか。

他の保険契約等がありますか？ 保険金請求歴がありますか？

（注）他の保険会社等への保険金請求を含みます。
過去3年以内に病気またはケガで保険金（合計して5万円
以上）を請求または受領したことがありますか。

あ り※

「あり」の場合裏面を必ずご記入ください。（ご記入のない場合には、「なし」と回答したことになります。）
あ り

ご注意

ご記入にあたって
●　「※」印の項目は、ご契約に際して引受保険会社がおたずねする特に重要な事項（告知事項）です。　
事実と相違する場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払できないことがありますので、十分ご確認のうえご回答（記入）ください。

●疾病を補償するセットに新たに加入する場合、または、疾病補償について保険責任を加重（保険金額の増額、特約追加など）する場合は、最終頁裏面の質問事項につき、
正確にご回答ください。

●　「◆」団体との関係について下記該当の数字（いずれか1つ）をご記入ください。
・団体の ………………… 1：構成員（子会社･関連会社の構成員、退職者を含む）　0：会員企業等の役員･従業員
・上記１または０の …… 2：配偶者　　3：こども　　4：両親　　5：兄弟姉妹　　6：同居の親族　　7：使用人

●　「◎」年令は保険始期日現在でご記入ください。
（保険期間の中途で加入される場合も、中途加入日現在ではなく、団体契約の保険始期日現在の年令をご記入ください。）
●　職種コードは裏面をご参照ください。　職業名・職種名は裏面の職種コード一覧を参照のうえ、カタカナ２０文字以内でご記入ください。

加入申込票のご記入例

福 利　一 郎

福 利　一 郎

フクリ　イチロウ

福 利　一 郎
フクリ　イチロウ

福 利　春子
フクリ　 ハルコ

フクリ　タロウ

フクリ　ハナコ

キョウイン
02 1

E P2 X3

7 9 2 0

一般財団法人埼玉県教職員互助会

000 0 0 1 2 3 4 5

22 11 2

23

77

776 1

5 1

4 9

1 6

キョウイン
02 1

51

4 9

1 6

シュフ

91 2

51

4 9

6 6

○○市○○区○○1-2-3

福 利　一 郎

○○○○シ○○○○ク○○○○1-2-3

フクリカ 20H0 0

0 0 1 2 3 4 5

0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0

7 9 2 0
000 0000加入者本人が

もれなくご署
名ください。

51 1 6

フクリ イチロウ

全てのプランの合計保険料
（一回分）をご記入ください。

ご希望の手続区分に
○をしてください。

個人プラン・家族プラン・交通事故プラン

親介護一時金 親介護 をお申込みの方は裏面の質問事項にご回答のうえ、被
保険者の方がご署名下さい。介護を受ける親の方の署名ではありません。

介護一時金 本人介護 先進医療をお申込みの方は裏面の質
問事項にご回答のうえ、被保険者の方がご署名ください。

全てのプランでの共通事項
既加入の方はご加入内容が印字されていま
す。加入セットを変更する場合は、もともと印
字されているセット名を二重線で消し、加入し
たいセット名をご記入ください。

既加入の方は旧
加入者番号をご
記入下さい。
新規加入の方は
職員番号をご記
入ください。

既加入の方は旧
加入者番号をご
記入下さい。
新規加入の方は
職員番号をご記
入ください。

加入セットを変更する場
合は、印字を二重線で
削除し、加入希望のセッ
トをご記入ください。

加入セットを変更する場
合は、印字を二重線で
削除し、加入希望のセッ
トをご記入ください。

※年令は必ず令和７年11月1日時点での満年令をご記入ください。

P5の介護関連特約の  
  介護対象者（親） の
欄をご確認ください。

STEP 2

P5の  被保険者（補償
の対象者）本人となれ
る方の範囲（加入申込
票の         に氏名を
記入できる方） をご確
認ください。

STEP 2

P5の  被保険者（補償
の対象者）本人となれ
る方の範囲（加入申込
票の         に氏名を
記入できる方） をご確
認ください。

P5の  被保険者（補償
の対象者）本人となれ
る方の範囲（加入申込
票の         に氏名を
記入できる方） 、および
 被保険者（補償の対象
者）の範囲 を必ずご
確認ください。

STEP 2

         の被保険者欄
の団体との関係はこち
らを参照ください。

個人プラン 交通事故プラン

家族プラン

STEP 2

団体との関係

M
J

A N1 P1
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令和

令和

令和R

（社内使用欄）

399（漢字）

2

1男
女

他の保険契約等、保険金請求歴がある場合は、こちらもご確認のうえご記入ください。

募集パンフレット、「重要事項のご説明」、「ご加入
内容確認事項」等を確認し、これらを書面もしくは電子
データなど団体が定める方法で受領すること、および
個人情報の取扱いに同意のうえ、加入を申し込みます。

000 AAA 020 994

35488 LF

11 1

11

MS&A

1

XXXX

手続区分 下記のいずれかに○をしてください

新規に加入する

内容を変更する
前年度加入内容を
追加・変更して継続する

継続加入しない

全ての内容をご記入
のうえ、ご署名・ご提出
ください。

ご署名のうえ、
ご提出ください。

内容を変更せず継続する場合は、ご提出不要です。

申込内容と健康状況（告知）についてご確認のうえご記入ください。STEP 2 最終頁の健康状況告知書質問事項に対する下記回答は事実に相違ありません。告知内容が事実と相違していた場合、保険契約を解除され保険金の支払いを受け
られないことがあることに同意します。また、個人情報の取扱いに同意します｡「健康状況告知書ご記入のご案内」を受け取り、内容を了解しました。（注1） 三井住友海上火災保険株式会社 宛

 

 

 

 

（注）他の保険会社等における契約を含み、団体契約、生命保険契約、共済契約を含みます。
同種の危険を補償する他の保険契約等（団体総合生活補償保険、普通
傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。）がありますか。

他の保険契約等がありますか？ 保険金請求歴がありますか？

（注）他の保険会社等への保険金請求を含みます。
過去3年以内に病気またはケガで保険金（合計して5万円
以上）を請求または受領したことがありますか。

あ り※

「あり」の場合裏面を必ずご記入ください。（ご記入のない場合には、「なし」と回答したことになります。）
あ り

ご注意

ご記入にあたって
●　「※」印の項目は、ご契約に際して引受保険会社がおたずねする特に重要な事項（告知事項）です。　
事実と相違する場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払できないことがありますので、十分ご確認のうえご回答（記入）ください。

●疾病を補償するセットに新たに加入する場合、または、疾病補償について保険責任を加重（保険金額の増額、特約追加など）する場合は、最終頁裏面の質問事項につき、
正確にご回答ください。

●　「◆」団体との関係について下記該当の数字（いずれか1つ）をご記入ください。
・団体の ………………… 1：構成員（子会社･関連会社の構成員、退職者を含む）　0：会員企業等の役員･従業員
・上記１または０の …… 2：配偶者　　3：こども　　4：両親　　5：兄弟姉妹　　6：同居の親族　　7：使用人

●　「◎」年令は保険始期日現在でご記入ください。
（保険期間の中途で加入される場合も、中途加入日現在ではなく、団体契約の保険始期日現在の年令をご記入ください。）
●　職種コードは裏面をご参照ください。　職業名・職種名は裏面の職種コード一覧を参照のうえ、カタカナ２０文字以内でご記入ください。

加入申込票 のご記入例

福 利　一 郎

福 利　一 郎

フクリ　イチロウ

福 利　一 郎
フクリ　イチロウ

福 利　春子
フクリ　 ハルコ

フクリ　タロウ

フクリ　ハナコ

キョウイン
02 1

E P2 X3

7 9 2 0

一般財団法人埼玉県教職員互助会

000 0 0 1 2 3 4 5

22 11 2

23

77

776 1

5 1

4 9

1 6

キョウイン
02 1

51

4 9

1 6

シュフ

91 2

51

4 9

6 6

○○市○○区○○1-2-3

福 利　一 郎

○○○○シ○○○○ク○○○○1-2-3

フクリカ 20H0 0

0 0 1 2 3 4 5

0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0

7 9 2 0
000 0000加入者本人が

もれなくご署
名ください。

51 1 6

フクリ イチロウ

全てのプランの合計保険料
（一回分）をご記入ください。

ご希望の手続区分に
○をしてください。

個人プラン・家族プラン・交通事故プラン

親介護一時金 親介護 をお申込みの方は裏面の質問事項にご回答のうえ、被
保険者の方がご署名下さい。介護を受ける親の方の署名ではありません。

介護一時金 本人介護 先進医療をお申込みの方は裏面の質
問事項にご回答のうえ、被保険者の方がご署名ください。

全てのプランでの共通事項
既加入の方はご加入内容が印字されていま
す。加入セットを変更する場合は、もともと印
字されているセット名を二重線で消し、加入し
たいセット名をご記入ください。

既加入の方は旧
加入者番号をご
記入下さい。
新規加入の方は
職員番号をご記
入ください。

既加入の方は旧
加入者番号をご
記入下さい。
新規加入の方は
職員番号をご記
入ください。

加入セットを変更する場
合は、印字を二重線で
削除し、加入希望のセッ
トをご記入ください。

加入セットを変更する場
合は、印字を二重線で
削除し、加入希望のセッ
トをご記入ください。

※年令は必ず令和７年11月1日時点での満年令をご記入ください。

P5の介護関連特約の  
  介護対象者（親） の
欄をご確認ください。

STEP 2

P5の  被保険者（補償
の対象者）本人となれ
る方の範囲（加入申込
票の         に氏名を
記入できる方） をご確
認ください。

STEP 2

P5の  被保険者（補償
の対象者）本人となれ
る方の範囲（加入申込
票の         に氏名を
記入できる方） をご確
認ください。

P5の  被保険者（補償
の対象者）本人となれ
る方の範囲（加入申込
票の         に氏名を
記入できる方） 、および
 被保険者（補償の対象
者）の範囲 を必ずご
確認ください。

STEP 2

         の被保険者欄
の団体との関係はこち
らを参照ください。

個人プラン 交通事故プラン

家族プラン

STEP 2

団体との関係

M
J

A N1 P1
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メ　モメ　モ

<募集するプランにセットされている特約>

傷害補償（ＭＳ＆ＡＤ型）特約

特約名 募集プラン名保険金の種類
傷害死亡
保険金

傷害入院
保険金

傷害手術
保険金

傷害通院
保険金

傷害
保険金

傷害後遺障害保険金

傷害後遺障害保険金

傷害死亡
保険金

傷害入院
保険金

傷害手術
保険金

傷害通院
保険金

傷害
保険金

傷害後遺障害保険金

A. B. C. D. E. F.
G. H. J. K. L. M

J. K. L. M

A. B. C. D. E. F.
G. H. J. K. L. M

交通事故危険のみ補償特約

傷害後遺障害保険金の追加支払に
関する特約

特約名

天災危険補償特約

熱中症危険補償特約

家族型への変更に関する特約
日常生活賠償特約
弁護士費用特約

募集プラン名

A. B. C. D
N1. N2. N3
Q1. Q2. Q3

特約名
携行品損害補償特約
（新価保険特約（携行品損害補償
特約用）セット）

先進医療費用保険金補償特約
（特定精神障害補償特約セット）

受託物賠償責任補償特約
親介護一時金支払特約
介護一時金支払特約
要介護３以上から要介護２以上へ
の補償範囲拡大に関する特約
（介護一時金支払特約用）

募集プラン名

P1. P2

P1. P2
X1. X3
Z1. Z3

X1. X3. Z1. Z3

O

条件付戦争危険等免責に関する
一部修正特約 全プラン

A. B. C. D. E. F. G. H

A. B. C. D. E. F. G. H

「団体総合生活補償保険（MS&AD型）パンフレット別冊」を必ずあわせてご覧ください。
・このパンフレットは、保険の概要をご説明したものです。ご加入に際して特に
ご確認いただきたい事項（「契約概要」）や、被保険者にとって不利益になる
事項等、特にご注意いただきたい事項（「注意喚起情報」）、「ご加入内容確
認事項」等は、右記二次元コードのリンク先に掲載の「団体総合生活補償保険
（MS&AD型）パンフレット別冊」にてご案内しています。保険金をお支払い
する場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合等の重要な事
項が記載されておりますので、必ずご参照いただいたうえで、PDFファイルを
ご自身の端末に保存していただくか、印刷し、保管していただきますようお願いいたします。
・紙冊子での提供を希望の場合、あるいはPDFファイルの閲覧ができない場合は、代理店・扱者また
は引受保険会社までお問合わせください。（裏表紙参照）
・別冊（重要事項のご説明）には埼玉県教職員互助会では募集を行っていない特約等について掲載が
ありますが、募集するプランにセットされている特約は下記の特約が全てとなりますので、ご注意
ください。
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メ　モメ　モ

<募集するプランにセットされている特約>

傷害補償（ＭＳ＆ＡＤ型）特約

特約名 募集プラン名保険金の種類
傷害死亡
保険金

傷害入院
保険金

傷害手術
保険金

傷害通院
保険金

傷害
保険金

傷害後遺障害保険金

傷害後遺障害保険金

傷害死亡
保険金

傷害入院
保険金

傷害手術
保険金

傷害通院
保険金

傷害
保険金

傷害後遺障害保険金

A. B. C. D. E. F.
G. H. J. K. L. M

J. K. L. M

A. B. C. D. E. F.
G. H. J. K. L. M

交通事故危険のみ補償特約

傷害後遺障害保険金の追加支払に
関する特約

特約名

天災危険補償特約

熱中症危険補償特約

家族型への変更に関する特約
日常生活賠償特約
弁護士費用特約

募集プラン名

A. B. C. D
N1. N2. N3
Q1. Q2. Q3

特約名
携行品損害補償特約
（新価保険特約（携行品損害補償
特約用）セット）

先進医療費用保険金補償特約
（特定精神障害補償特約セット）

受託物賠償責任補償特約
親介護一時金支払特約
介護一時金支払特約
要介護３以上から要介護２以上へ
の補償範囲拡大に関する特約
（介護一時金支払特約用）

募集プラン名

P1. P2

P1. P2
X1. X3
Z1. Z3

X1. X3. Z1. Z3

O

条件付戦争危険等免責に関する
一部修正特約 全プラン

A. B. C. D. E. F. G. H

A. B. C. D. E. F. G. H

「団体総合生活補償保険（MS&AD型）パンフレット別冊」を必ずあわせてご覧ください。
・このパンフレットは、保険の概要をご説明したものです。ご加入に際して特に
ご確認いただきたい事項（「契約概要」）や、被保険者にとって不利益になる
事項等、特にご注意いただきたい事項（「注意喚起情報」）、「ご加入内容確
認事項」等は、右記二次元コードのリンク先に掲載の「団体総合生活補償保険
（MS&AD型）パンフレット別冊」にてご案内しています。保険金をお支払い
する場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合等の重要な事
項が記載されておりますので、必ずご参照いただいたうえで、PDFファイルを
ご自身の端末に保存していただくか、印刷し、保管していただきますようお願いいたします。
・紙冊子での提供を希望の場合、あるいはPDFファイルの閲覧ができない場合は、代理店・扱者また
は引受保険会社までお問合わせください。（裏表紙参照）
・別冊（重要事項のご説明）には埼玉県教職員互助会では募集を行っていない特約等について掲載が
ありますが、募集するプランにセットされている特約は下記の特約が全てとなりますので、ご注意
ください。
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三井住友海上エイジェンシー・
サービス株式会社 埼玉支店
　　　　　　　　　　　　  　（幹事代理店）
　　　　　　三井住友海上出資関連事業会社

 〒330-0841 さいたま市大宮区東町2-20  
                   三井住友海上大宮東町ビル3F

 TEL048-788-2560 
 （受付時間 平日9:00～17:00）

ユナイテッド・インシュアランス株式会社
 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-8-16
                   浦和ガーデンビル4F

 TEL048-711-2505
  （受付時間 平日9:00～17:00）

三井住友海上火災保険株式会社（幹事保険会社）　
 埼玉支店 埼玉第二支社
 〒330-0841  さいたま市大宮区東町2ｰ20  
　　　　　　 　　　三井住友海上大宮東町ビル4F

 TEL048-644-6102 （受付時間 平日9:00～17:00）

損害保険ジャパン株式会社

一般財団法人
埼玉県教職員互助会
 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-14-21
                   職員会館5Ｆ

 TEL048-830-6706 
 （受付時間 平日9:00～17:00）

 （埼玉県教職員互助会互助福祉担当）

A25-100581   承認年月 : 2025年7月

三井住友海上火災保険株式会社
事故受付センター

0120-258-189（無料）
事故は いち早く

事故受付
24時間365日

事故の連絡は、インターネット事故受付が簡単・便
利です。
「インターネット事故受付サービス」は、こちらから


